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① 通院の補助河象年齢を「小学６年生まで」ｉこ拡大 は すｏ

　　　

【 も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　
拡 充 内 容

　

②未就学児の Ｂ負担金を・ 初診料算定時に限って負担してぃただく

　　　　　　　　　

よう変更します。（再調割り場合、 一部負担金のお支払いはなくなります。）

【拡充前後の制度比較】（下線部を変更）
区分

　　　　　　　

拡 充 前 （ 現 在 ）

　　　　　　　　　　　　

拡 充 後 （令和４年１月 ～）

　 　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　

【小学３年生まで】

　　　　　　　　　　　　　　　

【小学６年生まで】

　　　　

○保護者の所得額が基準額床満の場合

　　　　　　　　

○保護者の所得額が基準額床満の場合

　　　　　

そ堀井斗算定時１日５００円を限度（月４日まで）

　　　　　

そ堀歩料算定時１日５００円を限度（月４日まで）

　　　　

○保護者の月姉得額が墓鴎額以上の場合

　　　　　　　　

○保護者の所キ繋額が難銘額以上の場合

通院

　　

［未就学 印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［未就学児］

　　　　　　　　　　　

１日１，０００円を限度（月２日まで）

　　　　　

を堀井斗算定時１日１，０００円を限度（月２日まで）

　　　　　

［就学児］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［就学児］

　　　　　　

１日１，５００円を限度（月２日まで）

　　　　　　　　　　

１日１，５００円を限度（月２日まで）

　　　　　

醗；三子以降の子ども］

　　　　　　　　　　　　　　　

隣；三子以降の子ども］

　　　　　

を堀タ料算定時１日５００円を＝期隻（月４日まで）

　　　　　

を嘘努斗算定時１日５００円を＝斑隻（月４日まで）
※

　

所得制限額及び一部負担金の基準額等については、下の「こども医療費補助の対象者」をご確認ください。
※ 制度の拡充により受給者証が変更になる場合は、令和３年１２月下旬に新しい受給者証を送付しますので、差し替えてください。

　

（原則、更新申請は不要です。）

※

　

－部負担金は、１医療機関等ごとに支払います。
※ 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別

　

個の医療機関等とみなします。
※

　

保険薬局で処方箸に基づき薬剤の支給を受けた場合、または指疋訪問看護、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術を

　

受けた場合は、一部負担金を支払う必要はありません。院内処方の医療機関と院外処方の医療機関で、一部負担金が異なる場合が

　

あります。
※ 「第三子以降の子ども」とは、中学３年生までの子どもを数えた場合の３番目以降の子どもとなります。（中学３年生までの子どもが３

　

人以上いて、その子どもの中に、別居扶養により住民票が異なる子どもがいる場合は、別途、申立書が必要になります。）

　

　

　
　

　　　　　

　

　

　

、
こども医療費補助の 識 者， 雪 璽

　　　　

薄

　

紫

市内に住所を有している子どもを監舗隻している保護者（生計中心者）で、前年の所得（１月１日～６月１日に出生した場合は前々年の
所得）が次表に掲げる所得制＝閉額床満であり、健康保険に加入している方は、補助の対象になります。（別途戸舛得に対する控除があり
ます。）ただし、生活保護、重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助の対象の方は、補助の対象になりません。

　

【所得制限額及び一部負担金の基準額】

　

所得制＝跳額（制度の対象となる所得額）及び一部負担金の基準額（一部負担金の上＝跳額が変わる所得額）は、次表のとおりです。
扶養親族等の数 所得制限額 一部負担金の基準額
０人 ５３２万 円 ２９５万２千 円

１人 ５７０万 円 ３３３万２千 円

２人 ６０８万 円 ３７１万２千 円

３人 ６４６万 円 ４０９万２千 円

４人以上 １人につき３８万円を加算 １人につき３８万円を加算

同一生言慣己偶者（７０歳以上の方）

　

又は老人扶養親族の場合
１人につき６万円を加算 １人につき６万円を加算

※ 「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。

　

① 基準とする年の戸姉得における保護者の所得税法に規定｛する同一生言憎己偶者及び扶養親族

　

② 扶養親族でない児童で保護者が前年の１２月３１日において生計を維持したもの



【控除額】
次表のような各ボ醇空除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所才繋漬とします。

区

　

分 控 除 額

障害者控除 ２７万 円

特別障害者控除 ４０万 円

寡 婦・勤 労 学 生 控 除（注） ２７万 円

ひとり親 控 除（注） ３５万 円

雑損・医療費・小規模共済等掛金 該当控除額
注： 令和元年以前の所得の計算は、「寡婦・勤労学生控除」が「寡婦・寡夫・

　

勤労学生控除」に、「ひとり親控除」が「寡婦（特例）控除」になります。

※

　

その他、 社会保険料相当額として一律

　

８万円が控除されます。
※

　

医療費控除については、 セルフメディ

　

ケーション税制 （医療費控除の特例）

　

で申告された場合も含みます。
※

　

所得額について、 長期及び短期譲渡所

　

得に係る特別控除が適用されます。

Ｌ補助範囲
子どもが健康保険証を使って受診した場合に、保険診療に係る総医療費（入院時の食事療養に係る費用を除く。）のうち健康保
険に関する法令轡等の規定によって対象者が負担すべき額（自己負担金相当額）から、一部負担金の額を控除した額を補助します。
（一部負担金については、表面をご石鶴忍ください。）

　

　　　　　　　

ノ

　　　

　

　　

　

　　　

　

　　
、ゞなざ

　

′≧＊“、ーよ…

　

、；^；

市が交付するにども医療費受給者証」と健康保険証を、県内の医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみの負担で診
療が受けられます。ただし、自己負担金相当額が一部負担金を下回る場合は、当該自己負担金相当額をお支払いいただきます。
なお、県外での受診や受給者証申請前の受診等については、医療機関等の窓ロにおいて自己負担金相当額を現金で支払ってい
ただくことになります。この場合、後日、払い戻しをしますので、住所地の福ネ煽深に領収書を孝凋寸して申請してください。詳しくはお
問い合わせください。
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流チ様のホ名前

　　　　
　　

【受付場所】 各区福祉課または各出張所
【手続きに必要なもの】

　

① 健康保険証① 健康保険証（子どもの名前が記入済みのもの）
②「マイナンバーカード（個人番号カード）」または「住民票と本人有福忍書類」など

個人番号←がわかるもの｛※鱈馨善謬懸ず蔭雫鱒鋪麓壕沸き暑萎茶釜憂欝？〕－

　　　　　　　　　　　　

　

こども医療費受給者証の有効期間
　　

　　　

　　　　　　　

　

　

　

　

　

　　　

　

　　
　

受給者証は、受給者証に表示の有効期間内のみ使用できます。

　　　　　　　

有・効 期

　

間区

　

分ー

０歳児 出生の日から満１歳の誕生日の月 末まで

１歳 児 ～１４歳 児 各誕生日の翌月 初日から次の誕生日の月 末まで
１５歳 児 満１５歳の誕生日の翌月 初日から同日以後の最初の３月３１日まで

※

　

１日生まれの方は「誕生日の翌月 初日から」が「誕生日の月 初日から封こ、「誕生日の月 末まで」が「誕生日の前月 末

　

まで」になります。

※

　

受給者証は、子どもの誕生月の翌月初日（１日生まれの場合は誕生日の月初日）で毎年切り替え（新しい年度の所

　

得で審査をし、引き続き該当する方には、受給者証を送付します。）となります。原則として更新申請は不要です。た

　

だし、必要事項が確認できない場合は更新申請書を送付しますので、提出をしてください。
※

　

６歳の方は、ノＪ・学１年生になると受給者番号等が変更になるため「３月３１日」までの受給者証を送付しています。４月

　

１日以降も引き続き対象になる場合、「４月１日」からの受給者証は、３月下旬に送付します。（原則、更新申請は不

　

要です。なお、一部負担金が変更になる場合があります。）

※

　

小学３年生の方には、「３月３１日」までの受給者証を送付していますが、令和４年１月から制度が変わるため、令和３

　

年１２月下旬に新しい受給者証を送付します。（原則、更新申請は不要です。）

　　　　　　　　　

【 お 問 合 せ 先】

　　　

所得制限や÷部負担金の内容など、こども医療費補助に関することは、住所地の福祉課へ

　　

お問い合わせください。

　

中区福祉課 児童福祉係 皿（０８２）５０４‐２５６９

　　

安佐南区福祉課 児童福祉係Ｔ避（０８２）８３１‐４９４５

　

東区福祉課 児童福祉係Ｔ乱（０８２）５６８‐７７３３

　　

安佐北区福祉課 児童福祉係Ｔ温（０８２）８１９‐ｏ６０５

　

南区福祉課 児童福祉係Ｔ弘（０８２）２５０‐４１３１

　　

安 芸 区福祉課 児童福祉係 皿（０８２）８２１‐２８１３

　

西区福祉課児童福祉係Ｔ乱（０８２）２９４‐６３４２

　　

佐 伯 区福祉課 児童福祉係Ｔ皿（０８２）９４３‐９７３２


